
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  保険の解約返戻金に係る支払請求権             

Ｑ：保険の解約返戻金相当額が相続税の対

象になるようなことを聞きましたが、どうい

うことですか？                                      

                                             

Ａ：東京国税局が文書回答をしています。 

【解説】 

さきごろ、同様の質問に対して、東京国税

局から「保険契約者と被保険者が同一人の場

合において被保険者の死亡に伴い支払われる

解約返戻金相当額の返戻金に係る支払請求権

の相続税の課税関係について」が公表されま

した。 

照会者は、約款で被保険者が死亡した場合

には契約が消滅し、解約返戻金があれば保険

契約者に返戻金相当額の返戻金を支払うとす

る新医療保険で、保険契約者と被保険者が同

一の場合で保険契約者が死亡したときは、相

続人全員の協議により定めた者に返戻金を支

払いをするというものの解約返戻金に係る支

払請求権は相続税の課税対象になるかどうか

を照会しています。これに対して、保険契約

者と被保険者が同一である場合において、契

約者が死亡したときは、契約者の死亡時に契

約が消滅することから、契約者が有していた

契約の解約請求権及び支払請求権が消滅する

こととなりますが、消滅と同時に契約者が、

一旦、支払請求権を取得し、取得と同時に支

払請求権を保険契約者の相続人が相続により

承継取得するものと解するのが相当であると

考えられることから、その支払請求権は、本

来の相続財産として、相続税の課税対象とな

ると解するのが相当であるとしています。 
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